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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】検査効率を向上させることができる医用画像診
断装置及び画像処理装置を提供する。
【解決手段】超音波画像診断装置は、受付け部１６１と
、表示制御部１６２とを備える。超音波画像診断装置１
の受付け部１６１は、医師によって提示された患者ごと
の検査オーダを受付ける。超音波画像診断装置の表示制
御部１６２は、受付け部１６１によって受付けられた検
査オーダに関わる作業項目をモニタ１３にて表示させる
。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査情報を受付ける受付け手段と、
　前記受付け手段によって受付けられた検査情報に関わる作業項目を表示部にて表示させ
る表示制御手段と、
　を備えたことを特徴とする医用画像診断装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記表示部にて表示させた作業項目を、作業が実行されていない
ことを条件に、前記表示部にて継続して表示させることを特徴とする請求項１に記載の医
用画像診断装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記表示部にて表示させた作業項目のうち、作業が実行された実
行済項目を、作業が実行されていない未実行項目とは異なる領域に、実行された順に表示
させることを特徴とする請求項１又は２に記載の医用画像診断装置。
【請求項４】
　前記実行済項目が計測項目であった場合、当該計測項目の計測結果を取得する計測結果
取得手段をさらに備え、
　前記表示制御手段は、前記計測結果取得手段によって取得された計測結果を、当該計測
結果が得られた実行済項目に対応付けて、前記表示部にて表示させることを特徴とする請
求項３に記載の医用画像診断装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記表示部にて表示させた作業項目とは異なる未表示項目が実行
された場合に、当該未表示項目を前記実行済項目とは異なる表示形式にて表示させること
を特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の医用画像診断装置。
【請求項６】
　前記受付け手段は、前記表示部にて表示させた作業項目に対する操作者の終了操作を受
付け、
　前記表示制御手段は、前記受付け手段によって前記終了操作が受付けられた作業項目を
前記実行済項目とし、作業が実行されていない未実行項目とは異なる領域に表示させるこ
とを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の医用画像診断装置。
【請求項７】
　複数の計測項目を操作者に対して表示し、当該複数の計測項目に対する前記操作者によ
る所定の操作によって、計測開始操作の入力を受付ける入力手段と、
　前記入力手段によって表示された複数の計測項目の配置の編集操作を受付ける編集手段
とをさらに備え、
　前記表示制御手段は、前記編集手段によって受付けられた複数の計測項目の配置の編集
操作の操作結果に応じて、前記表示部における前記未実行項目の配置を変更することを特
徴とする請求項１～６のいずれか一つに記載の医用画像診断装置。
【請求項８】
　前記受付け手段は、前記検査情報として前記作業項目に類する項目を受付け、
　前記表示制御手段は、前記受付け手段によって前記作業項目に類する項目が受付けられ
た場合に、当該受付けられた作業項目に類する項目を前記表示部にて表示させることを特
徴とする請求項１～７のいずれか一つに記載の医用画像診断装置。
【請求項９】
　検査情報を受付ける受付け手段と、
　前記受付け手段によって受付けられた検査情報に関わる作業項目を表示部にて表示させ
る表示制御手段と、
　を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明の実施の形態は、医用画像診断装置及び画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、超音波診断装置などの医用画像診断装置による検査においては、検査機能の進歩
に伴い、検査時に収集する画像の種類や、検査項目などが多岐にわたっている。このよう
な医用画像診断装置による検査は、患者を問診した医師からの検査オーダに従って、検査
者により実施されているが、実施される検査内容、項目は既定の内容と検査オーダによる
追加項目などのカスタマイズがあることが多い。
【０００３】
　検査者は、このような検査オーダに従ってもれなく検査を実施する必要があるが、実際
には、既定の検査を行いながら患者の状態により検査項目や検査手順を変更するなど柔軟
な対応をとっている。そのため、検査者は、必要な検査を全て実行したか否かを判断する
ために、計測結果の参照機能（例えばＲｅｐｏｒｔ機能）による記録を参照したり、収集
した画像を確認したりする。また、医用画像診断装置によっては、実施された計測項目に
チェックマークが付く機能を備えたものもあり、検査者は、チェックマークの有無により
、必要な検査を全て実行したか否かを判断する。しかしながら、従来技術においては、検
査効率が低下する場合があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－０７２５２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、検査効率を向上させることができる医用画像診断装
置及び画像処理装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施の形態の医用画像診断装置は、受付け手段と、表示制御手段とを備える。受付け手
段は、検査情報を受付ける。表示制御部手段は、前記受付け手段によって受付けられた検
査情報に関わる作業項目を表示部にて表示させる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の全体構成を説明するための図で
ある。
【図２】図２は、従来技術における課題を説明するための図である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る制御部の構成の一例を示す図である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る内部記憶部によって記憶されたタスク情報の一例
を示す図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る表示制御部による処理の第１の例を説明するため
の図である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る表示制御部による処理の第２の例を説明するため
の図である。
【図７】図７は、第１の実施形態に係る超音波診断装置による処理の手順を示すフローチ
ャートである。
【図８】図８は、第２の実施形態に係るタッチコマンドスクリーンにおける編集機能とタ
スクリストとの連動の一例を説明するための図である。
【図９】図９は、第２の実施形態に係る検査オーダに基づくタスクリストの自動編集の一
例を説明するための図である。
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【発明を実施するための形態】
【０００８】
　（第１の実施形態）
　以下では、医用画像診断装置として超音波診断装置を用いる場合について説明する。ま
ず、第１の実施形態に係る超音波診断装置の全体構成について、図１を用いて説明する。
図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の全体構成を説明するための図である。
図１に示すように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、超音波プローブ１１と、
入力装置１２と、モニタ１３と、装置本体１００とを有し、ネットワークに接続されてい
る。
【０００９】
　超音波プローブ１１は、複数の圧電振動子を有し、これら複数の圧電振動子は、後述す
る装置本体１００が有する送受信部１１０から供給される駆動信号に基づき超音波を発生
し、さらに、被検体Ｐからの反射波を受信して電気信号に変換する。また、超音波プロー
ブ１１は、圧電振動子に設けられる整合層と、圧電振動子から後方への超音波の伝播を防
止するバッキング材などを有する。
【００１０】
　超音波プローブ１１から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、被検
体Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号と
して超音波プローブ１１が有する複数の圧電振動子にて受信される。受信される反射波信
号の振幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。
なお、送信された超音波パルスが移動している血流や心臓壁などの表面で反射された場合
の反射波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分に依存し
て、周波数偏移を受ける。
【００１１】
　なお、本実施形態は、複数の圧電振動子が一列で配置された１次元超音波プローブであ
る超音波プローブ１１により、被検体Ｐを２次元でスキャンする場合であっても、１次元
超音波プローブの複数の圧電振動子を機械的に揺動する超音波プローブ１１や複数の圧電
振動子が格子状に２次元で配置された２次元超音波プローブである超音波プローブ１１に
より、被検体Ｐを３次元でスキャンする場合であっても、適用可能である。
【００１２】
　入力装置１２は、トラックボール１２ａ、スイッチ１２ｂ、ボタン１２ｃ、タッチコマ
ンドスクリーン１２ｄなどを有し、超音波診断装置１の操作者からの各種設定要求を受け
付け、装置本体１００に対して受け付けた各種設定要求を転送する。例えば、タッチコマ
ンドスクリーン１２ｄは、計測メニューなどを表示するとともに、操作者が所望する項目
を受付けて装置本体１００に転送する。
【００１３】
　ここで、計測メニューとは、画像に描出された関心領域に係る任意の値を計測するため
の複数の計測項目を示した画面である。なお、計測メニューは、計測機能を操作者が起動
させることによってタッチコマンドスクリーン１２ｄに表示される。
【００１４】
　モニタ１３は、超音波診断装置１の操作者が入力装置１２を用いて各種設定要求を入力
するためのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示したり、装置本体１００におい
て生成された超音波画像などを表示したりする。また、モニタ１３は、後述する装置本体
の制御により、作業項目を示したタスクリストを表示する。なお、タスクリストについて
は、後に詳述する。
【００１５】
　装置本体１００は、超音波プローブ１１が受信した反射波に基づいて超音波画像を生成
する装置であり、図１に示すように、送受信部１１０と、Ｂモード処理部１２０と、ドプ
ラ処理部１３０と、画像生成部１４０と、画像メモリ１５０と、制御部１６０と、内部記
憶部１７０と、インターフェース部１８０とを有する。
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【００１６】
　送受信部１１０は、トリガ発生回路、遅延回路およびパルサ回路などを有し、超音波プ
ローブ１１に駆動信号を供給する。パルサ回路は、所定のレート周波数で、送信超音波を
形成するためのレートパルスを繰り返し発生する。また、遅延回路は、超音波プローブ１
１から発生される超音波をビーム状に集束して送信指向性を決定するために必要な圧電振
動子ごとの遅延時間を、パルサ回路が発生する各レートパルスに対し与える。また、トリ
ガ発生回路は、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ１１に駆動信号（駆
動パルス）を印加する。すなわち、遅延回路は、各レートパルスに対し与える遅延時間を
変化させることで、圧電振動子面からの送信方向を任意に調整する。
【００１７】
　また、送受信部１１０は、アンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器などを有し、超音波プロ
ーブ１が受信した反射波信号に対して各種処理を行なって反射波データを生成する。アン
プ回路は、反射波信号をチャンネルごとに増幅してゲイン補正処理を行ない、Ａ／Ｄ変換
器は、ゲイン補正された反射波信号をＡ／Ｄ変換して受信指向性を決定するのに必要な遅
延時間を与え、加算器は、Ａ／Ｄ変換器によって処理された反射波信号の加算処理を行な
って反射波データを生成する。加算器の加算処理により、反射波信号の受信指向性に応じ
た方向からの反射成分が強調される。
【００１８】
　このように、送受信部１１０は、超音波の送受信における送信指向性と受信指向性とを
制御する。なお、送受信部１１０は、後述する制御部１６０の制御により、遅延情報、送
信周波数、送信駆動電圧、開口素子数などを瞬時に変更可能な機能を有している。特に、
送信駆動電圧の変更においては、瞬時に値を切り替えることが可能であるリニアアンプ型
の発振回路、又は、複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される。
また、送受信部１１０は、１フレームもしくはレートごとに、異なる波形を送信して受信
することも可能である。
【００１９】
　Ｂモード処理部１２０は、送受信部１１０からゲイン補正処理、Ａ／Ｄ変換処理および
加算処理が行なわれた処理済み反射波信号である反射波データを受信し、対数増幅、包絡
線検波処理などを行なって、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータ（Ｂモードデー
タ）を生成する。 
【００２０】
　ここで、Ｂモード処理部１２０は、検波周波数を変化させることで、映像化する周波数
帯域を変えることができる。また、Ｂモード処理部１２０は、１つの受信データに対して
、２つの検波周波数による検波処理を並列して行うことができる。 
【００２１】
　このＢモード処理部１２０の機能を用いることにより、超音波造影剤が注入された被検
体Ｐの関心領域における１つの受信データから、関心領域を流動する超音波造影剤（微小
気泡、バブル）を反射源とする反射波データと、関心領域に存在する組織を反射源とする
反射波データとを分離することができ、後述する画像生成部１４０は、流動するバブルを
高感度に映像化した造影像および形態を観察するために組織を映像化した組織像を生成す
ることができる。 
【００２２】
　ドプラ処理部１３０は、送受信部１１０から受信した反射波データから速度情報を周波
数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度、分散、
パワーなどの移動体情報を多点について抽出したデータ（ドプラデータ）を生成する。
【００２３】
　画像生成部１４０は、Ｂモード処理部１２０が生成したＢモードデータや、ドプラ処理
部１３０が生成したドプラデータから、超音波画像を生成する。具体的には、画像生成部
１４０は、超音波スキャンの走査線信号列を、テレビなどに代表されるビデオフォーマッ
トの走査線信号列に変換（スキャンコンバート）することで、Ｂモードデータやドプラデ
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ータから表示用の超音波画像（Ｂモード画像やドプラ画像）を生成する。
【００２４】
　画像メモリ１５０は、画像生成部１４０によって生成された造影像や組織像などの画像
データを記憶する。また、画像メモリ１５０は、後述する画像生成部１４０による処理結
果を記憶する。さらに、画像メモリ１５０は、送受信部１１０を経た直後の出力信号（Ｒ
Ｆ：Radio Frequency）や画像の輝度信号、種々の生データ、ネットワークを介して取得
した画像データなどを必要に応じて記憶する。画像メモリ１５０が記憶する画像データの
データ形式は、後述する制御部１６０によりモニタ１３に表示されるビデオフォーマット
変換後のデータ形式であっても、Ｂモード処理部１２０及びドプラ処理部１３０によって
生成されたＲａｗデータである座標変換前のデータ形式でもよい。
【００２５】
　制御部１６０は、超音波診断装置１における処理全体を制御する。具体的には、制御部
１６０は、入力装置１２を介して操作者から入力された各種設定要求や、内部記憶部１７
０から読込んだ各種制御プログラムおよび各種設定情報に基づき、送受信部１１０、Ｂモ
ード処理部１２０、ドプラ処理部１３０および画像生成部１４０の処理を制御したり、画
像メモリ１５０が記憶する超音波画像などをモニタ１３にて表示するように制御したりす
る。また、制御部１６０は、検査オーダに応じて、内部記憶部１７０が記憶する各種デー
タをモニタ１３やタッチコマンドスクリーン１２ｄにて表示するように制御する。
【００２６】
　内部記憶部１７０は、超音波送受信、画像処理および表示処理を行なうための制御プロ
グラムや、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見など）や、診断プロトコルや、診断
部位ごとに仕分けられた計測項目などの各種データを記憶する。また、内部記憶部１７０
は、検査オーダに含まれる検査項目ごとに対応付けられたタスク情報を記憶する。なお、
タスク情報については後に詳述する。さらに、内部記憶部１７０は、必要に応じて、画像
メモリ１５０が記憶する画像の保管などにも使用される。
【００２７】
　インターフェース部１８０は、入力装置１２、ネットワークと装置本体１００との間で
の各種情報のやり取りを制御するインターフェースである。
【００２８】
　以上、第１の実施形態に係る超音波診断装置の全体構成について説明した。かかる構成
のもと、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、以下、詳細に説明する制御部１６０
の処理により、検査効率を向上させることが可能となるように構成されている。
【００２９】
　ここで、まず、従来技術において、検査効率が低下する場合について説明する。例えば
、検査者は、医師から検査部位などが指定された検査オーダを提示され、それに従って、
検査を実施する。検査オーダは、印刷物（手書きカルテなど）、或いは、ＨＩＳ（Hospit
al　Information　System）を利用したネットワーク経由の電子情報（電子カルテなど）
などで検査者に提示される。検査オーダには患者の検査部位の指示があるが、検査部位に
応じた詳細な検査内容や手順については、通常、検査サイト毎に標準的な内容が決められ
ているのが一般的であるが、患者の状況に応じて検査者自身が考えて詳細な内容を決める
ことも多々ある。そのため、検査者は、検査を実施するごとに、全ての検査項目について
検査を実施したかを確認するために、計測結果表示機能による記録を確認したり、収集画
像を確認したりするなど手間のかかる作業を行っており、検査効率が低下する。
【００３０】
　また、実施された計測項目にチェックマークが付く機能を用いたとしても、計測項目が
多数ある場合には、見落としが発生する可能が高くなり、仮に、見落としが発生した場合
には、再度、検査を行うこととなり、検査効率が低下する。図２は、従来技術における課
題を説明するための図である。図２においては、検査が実施された後、計測項目にチェッ
クマークが付与された状態を示す。図２の（Ａ）は、モニタ１３における状態を示す。図
２の（Ｂ）は、タッチコマンドスクリーン１２ｄにおける状態を示す。
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【００３１】
　例えば、従来の超音波診断装置では、ネットワークを経由して検査オーダを受付けると
、患者情報が検査予約として登録される。検査者は、カルテを見て、検査オーダの項目を
確認し、検査を開始する。ここで、検査者によって計測が完了した項目については、完了
した時点で、モニタ上の計測項目及びタッチコマンドスクリーン上の計測スイッチにチェ
ックマークが付与される。例えば、図２の（Ａ）に示すように、モニタ１３には、計測が
完了したことが判るように、計測１～３、計測１３及び計測１５にそれぞれチェックマー
クが付与される。同様に、タッチコマンドスクリーン１２ｄにおいても、計測が完了した
ことが判るように、計測１～３にそれぞれチェックマークが付与される。検査者は、検査
終了時にカルテの検査オーダ内容を確認して、計測項目にチェックマークが付与されてい
るか否かを確認する。
【００３２】
　ここで、図２の（Ｂ）に示すように、タッチコマンドスクリーン１２ｄ上の計測スイッ
チはｔａｂ１～４に跨って配置され、多数の計測項目を確認する場合に、ｔａｂを切替え
ながら確認することとなり、見落としが発生する場合があり、検査効率を低下させる。ま
た、モニタ１３上においても、実際には、さらに多数の計測項目が表示されることとなる
ため、確認の段階で見落としが発生する場合があり、検査効率を低下させる。
【００３３】
　また、所定のＶｉｅｗの画像撮影などについて実施したか否かを確認する場合には、チ
ェックマークでは確認できないため、Ｖｉｅｗｅｒで確認する必要があり、検査効率を低
下させる。その他にも、例えば、患者への氏名、年齢などの確認作業や、検査に関する説
明、検査前の環境整備などが実施しなければならない項目として設けられている場合もあ
り、検査ごとにそれら全てについて確認することは、非常に手間がかかり、検査効率を低
下させる。
【００３４】
　そこで、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、患者ごと、或いは、検査ごとにタ
スクリストを表示することで、検査者の手間を低減し、見落としを抑止することで、検査
効率を向上させる。以下、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の制御部１６０の詳細
な制御について説明する。
【００３５】
　図３は、第１の実施形態に係る制御部１６０の構成の一例を示す図である。図３に示す
ように、制御部１６０は、受付け部１６１と、表示制御部１６２と、計測結果取得部１６
３と、編集部１６４とを有し、内部記憶部１７０、モニタ１３、タッチコマンドスクリー
ン１２ｄと接続される。
【００３６】
　受付け部１６１は、検査情報を受付ける。具体的には、受付け部１６１は、ネットワー
クを介して受信するか、或いは、検査者が入力装置１２を介して入力した検査を受診する
患者情報、検査部位、検査項目などを含む検査オーダを受付ける。また、受付け部１６１
は、検査者が入力装置１２を介して入力したタスクリストの編集操作を受付ける。
【００３７】
　表示制御部１６２は、受付け部１６１によって受付けられた検査情報に関わる作業項目
を表示部にて表示させる。なお、表示制御部１６２による表示処理については、後に詳述
する。計測結果取得部１６３は、実行済項目が計測項目であった場合に、当該計測項目の
計測結果を取得する。すなわち、計測結果取得部１６３は、計測が実施されるごとに計測
結果を取得する。編集部１６４は、タッチコマンドスクリーン１２ｄを介して入力される
各種の編集操作を受付ける。
【００３８】
　以下、第１の実施形態に係る表示制御部１６２による処理の詳細について説明する。表
示制御部１６２は、受付け部１６１によって受付けられた検査オーダに含まれる検査部位
、病名、検査項目などに基づいて、内部記憶部１７０からタスク情報を読み出し、読み出
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したタスク情報をリストとしたタスクリストをモニタ１３にて表示させる。
【００３９】
　ここで、内部記憶部１７０によって記憶されるタスク情報について説明する。図４は、
第１の実施形態に係る内部記憶部１７０によって記憶されたタスク情報の一例を示す図で
ある。例えば、内部記憶部１７０は、図４に示すように、「ＭＲ」に、「ＭＶ　ＶＴＩ」
と、「[ＭＶ　ＤｉｓｔＡ],[ ＭＶ　ＤｉｓｔＢ]」と、「ＬＯＶＴ　ＶＴＩ」と、「ＬＯ
ＶＴ　Ｄｉａｍ」と、「ＭＲ　Ｖｅｌ」と、「ＭＲ　Ｖ　Ｔｒａｃｅ」と、「ｄＰ／ｄｔ
」と、「ｄＰ／ｄｔ（－１,－３ｍ／ｓ）」とが関連付けられたタスク情報を記憶する。
【００４０】
　なお、図４の「ＭＲ」は、「Mitral　Regurgitation：僧房弁逆流」を示し、図４の「
ＭＶ　ＶＴＩ」は、「Mitral　Valve　Velocity　Time　Integral：僧房弁の１心拍の速
度時間積分値」を示し、図４の「[ＭＶ　ＤｉｓｔＡ],[ ＭＶ　ＤｉｓｔＢ]」は、僧房弁
の弁輪径（長径、短径）を示し、図４の「ＬＯＶＴ　ＶＴＩ」は、「Left　Ventricular
　Outflow　Tract　 Velocity　Time　Integral：左室流出路の１心拍の速度時間積分値
」を示し、図４の「ＬＯＶＴ　Ｄｉａｍ」は、「Left　Ventricular　Outflow　Tract　d
iameter：左室流出路の直径」を示し、図４の「ＭＲ　Ｖｅｌ」は、「Mitral　Regurgita
tion　 Velocity：逆流速度」を示し、図４の「ＭＲ　Ｖ　Ｔｒａｃｅ」は、「Mitral　R
egurgitation　Ｖ　Trace：僧房弁のドプラ波形のトレース」を示し、図４の「ｄＰ／ｄ
ｔ」は「左室内圧時間積分値」を示し、図４の「ｄＰ／ｄｔ（－１,－３ｍ／ｓ）」は、
「僧房弁逆流速度が－１から－３ｍ／ｓに達するまでの時間」を示す。
【００４１】
　すなわち、図４に示すタスク情報は、「ＭＲ：僧房弁逆流」の超音波検査における計測
項目として上述した８個の計測項目が関連づけられた情報である。内部記憶部１７０は、
図４に示したタスク情報のほかにも、検査部位、病名、検査項目などに計測項目やタスク
が関連付けられたタスク情報を記憶する。なお、タスク情報は、検査者などが予め任意に
生成して内部記憶部１７０に格納することができる。例えば、表示制御部１６２は、検査
オーダに含まれる「ＭＲ」をキーワードとして内部記憶部１７０を検索して、上述した８
個の計測項目を抽出し、抽出した８個の計測項目を含むタスクリストをモニタ１３に表示
させる。
【００４２】
　ここで、表示制御部１６２による表示処理の例を図５及び６を用いて説明する。図５は
、第１の実施形態に係る表示制御部１６２による処理の第１の例を説明するための図であ
る。図５の（Ａ）においては、表示制御部１６２が、受付け部１６１によって受付けられ
た検査オーダに含まれるキーワードを用いて内部記憶部１７０によって記憶されたタスク
情報を検索し、キーワードに関連付けられた計測項目「計測１」、「計測２」、「計測５
」、「計測７」、「計測８」及び「計測９」を含むタスクリストをモニタ１３にて表示さ
せた状態を示す。また、図５の（Ｂ）においては、表示制御部１６２が、タスクリストの
編集を行うためのＵＩ（User　Interface）をタッチコマンドスクリーン１２ｄにて表示
させた状態を示す。
【００４３】
　表示制御部１６２は、モニタ１３にて表示させた作業項目を、作業が実行されていない
ことを条件に、モニタ１３にて継続して表示させる。換言すると、表示制御部１６２は、
タスクリストに含まれる計測項目のうち、計測が実施された項目をモニタ１３から消し、
未実施の計測項目のみをモニタ１３にて表示させる。例えば、図５に示す「計測１」が実
施されると、表示制御部１６２は、表示させた「計測１」を消し、「計測２」、「計測５
」、「計測７」、「計測８」及び「計測９」を含むタスクリストをモニタ１３にて表示さ
せる。
【００４４】
　また、表示制御部１６２は、タスクリストの編集を行うためのＵＩをタッチコマンドス
クリーン１２ｄに表示させる。例えば、表示制御部１６２は、図５の（Ｂ）に示すように
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、「Ａｄｄ」、「Ｄｅｌｅｔｅ」、「ＯＫ」のスイッチを有するＵＩをタッチコマンドス
クリーン１２ｄに表示させる。操作者は、例えば、「Ｍｅａｓｕｒｅ　Ｉｔｅｍｓ　Ｌｉ
ｓｔ」から新たな計測項目を選択し、「Ａｄｄ」をタッチすることで、図５の（Ａ）に示
すタスクリストに新たな計測項目を加えることが可能である。また、操作者は、タスクリ
ストに含まれる計測項目を選択して、「Ｄｅｌｅｔｅ」をタッチすることで、選択した計
測項目をタスクリストから除くことが可能である。そして、操作者は、タスクリストの編
集が終了した後、「ＯＫ」をタッチして計測を開始する。
【００４５】
　図６は、第１の実施形態に係る表示制御部１６２のよる処理の第２の例を説明するため
の図である。図６においては、図５の（Ａ）に示すタスクリストに操作者が「タスク１」
を加える編集を行った後、検査を開始した状態を示す。また、図６の（Ｂ）においては、
検査の途中の状態を示す。なお、編集にて加えられる「タスク」としては、例えば、「検
査の説明」や、「検査前の環境整備」などである。
【００４６】
　表示制御部１６２は、モニタ１３にて表示させた作業項目のうち、作業が実行された実
行済項目を、作業が実行されていない未実行項目とは異なる領域に、実行された順に表示
させる。例えば、図６の（Ａ）のタスクリストに含まれる「タスク１」、「計測１」及び
「計測２」が順に実施されると、表示制御部１６２は、図６の（Ｂ）に示すように、実施
された順番で、未実施の計測とは異なる位置に実施済みのリストとして「タスク１」、「
計測１」及び「計測２」を表示させる。
【００４７】
　ここで、計測以外のタスクの場合、実施されたか否かを判定することが困難である。す
なわち、計測項目の場合には、計測結果を取得することができるため、実施されたか否か
を判定することができるが、それ以外のタスク（例えば、特定の画像を収集するなど）の
場合には、実際に収集されたか否かを判定することが困難である。そこで、図６の（Ｂ）
に示すように、「タスク１」を実施済みとして管理するために、受付け部１６１は、入力
装置１２を介した検査者からの終了操作を受付ける。そして、表示制御部１６２は、受付
け部１６１によって終了操作が受付けられたタスクを実施済みのタスクとして管理する。
【００４８】
　さらに、表示制御部１６２は、計測結果取得部１６３によって取得された計測結果を、
当該計測結果が得られた実行済項目に対応付けて、モニタ１３にて表示させる。例えば、
表示制御部１６２は、図６の（Ｂ）に示すように、計測結果取得部１６３によって取得さ
れた「計測１」の「計測結果：２．５ｃｍ」を「計測１」に対応付けて表示させる。同様
に、表示制御部１６２は、図６の（Ｂ）に示すように、計測結果取得部１６３によって取
得された「計測２」の「計測結果：３ｍ／ｓ」を「計測２」に対応付けて表示させる。
【００４９】
　さらに、表示制御部１６２は、モニタ１３にて表示させた作業項目とは異なる未表示項
目が実行された場合に、当該未表示項目を実行済項目とは異なる表示形式にて表示させる
。例えば、「計測２」が実施された後に、タスクリストに含まれていない「タスク３」が
実施された場合には、表示制御部１６２は、図６の（Ｂ）に示すように、「タスク３」の
色をタスクリストに含まれていた項目とは異なる色に変えて、実施済みのリストに表示さ
せる。
【００５０】
　次に、図７を用いて、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の処理について説明する
。図７は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１による処理の手順を示すフローチャー
トである。図７に示すように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１においては、タス
クリスト機能が起動されると（ステップＳ１０１肯定）、受付け部１６１は、検査オーダ
を受付ける（ステップＳ１０２）。
【００５１】
　そして、表示制御部１６２は、検査オーダにリンクしたタスクを取得する（ステップＳ
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１０３）。すなわち、表示制御部１６２は、検査オーダに含まれる検査部位、検査項目な
どに関連付けられた計測項目やタスクを取得する。そして、表示制御部１６２は、タスク
リストをモニタ１３にて表示させ（ステップＳ１０４）、タスクリストの編集操作を受付
けたか否かを判定する（ステップＳ１０５）。
【００５２】
　ここで、タスクリストの編集を受付けた場合には（ステップＳ１０５肯定）、表示制御
部１６２は、タスクリストを更新し（ステップＳ１０６）、ステップＳ１０４に戻って、
更新したタスクリストをモニタ１３にて表示させる。一方、タスクリストの編集を受付け
ていない場合には（ステップＳ１０５否定）、表示制御部１６２は、タスクが実施された
か否かを判定する（ステップＳ１０７）。ここで、タスクが実施されるまで、超音波診断
装置１は、待機状態である（ステップＳ１０７否定）。
【００５３】
　一方、タスクが実施されると（ステップＳ１０７肯定）、表示制御部１６２は、実施済
みタスクを別領域に移行して（ステップＳ１０８）、検査終了の操作を受付けたか否かを
判定する（ステップＳ１０９）。ここで、検査終了の操作を受付けた場合には（ステップ
Ｓ１０９肯定）、超音波診断装置１は、処理を終了する。
【００５４】
　一方、検査終了の操作を受付けていない場合には（ステップＳ１０９否定）、表示制御
部１６２は、全てのタスクが実行されたか否かを判定する（ステップＳ１１０）。ここで
、全てのタスクが実行されていない場合には（ステップＳ１１０否定）、表示制御部１６
２は、ステップＳ１０７に戻って、タスクが実施されたか否かを判定する。一方、全ての
タスクが実行された場合には（ステップＳ１１０肯定）、超音波診断装置１は処理を終了
する。タスクリスト機能が起動されるまで、超音波診断装置１は、待機状態である（ステ
ップＳ１０１否定）。
【００５５】
　上述したように、第１の実施形態によれば、受付け部１６１は、検査オーダを受付ける
。そして、表示制御部１６２は、受付け部１６１によって受付けられた検査オーダに関わ
るタスクリストをモニタ１３にて表示させる。従って、第１の実施形態に係る超音波診断
装置１は、患者ごとに実施項目を表示したり、管理したりすることができ、作業漏れを無
くし、検査効率を向上させることを可能にする。
【００５６】
　また、第１の実施形態によれば、表示制御部１６２は、モニタ１３にて表示させたタス
クリストに含まれる項目を、作業が実施されていないことを条件に、モニタ１３にて継続
して表示させる。従って、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、リスト上のタスク
を探す手間をかけることなく、残件を確認することができ、検査者の作業をスムーズかつ
容易にし、検査効率を向上させることを可能にする。
【００５７】
　また、第１の実施形態によれば、表示制御部１６２は、モニタ１３にて表示させた作業
項目のうち、作業が実行された実行済項目を、作業が実行されていない未実行項目とは異
なる領域に、実行された順に表示させる。従って、第１の実施形態に係る超音波診断装置
１は、実施済みのタスクを一目で確認することができ、検査効率をより向上させることを
可能にする。
【００５８】
　また、第１の実施形態によれば、計測結果取得部１６３は、実行済項目が計測項目であ
った場合、当該計測項目の計測結果を取得する。そして、表示制御部１６２は、計測結果
取得部１６３によって取得された計測結果を、当該計測結果が得られた実行済項目に対応
付けて、モニタ１３にて表示させる計測結果表示機能（例えばＲｅｐｏｒｔ機能）を利用
することなく計測結果を確認することができ、検査者の作業をスムーズにすることを可能
にする。
【００５９】
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　また、第１の実施形態によれば、表示制御部１６２は、モニタ１３にて表示させた作業
項目とは異なる未表示項目が実行された場合に、当該未表示項目を実行済項目とは異なる
表示形式にて表示させる。従って、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、予定外の
計測や検査、タスクを実施した場合でも、後に容易に確認することを可能にする。
【００６０】
　また、第１の実施形態によれば、受付け部１６１は、モニタ１３にて表示させた作業項
目に対する操作者の終了操作を受付ける。そして、表示制御部１６２は、受付け部１６１
によって終了操作が受付けられた作業項目を実行済項目とし、作業が実行されていない未
実行項目とは異なる領域に表示させる。従って、第１の実施形態に係る超音波診断装置１
は、計測以外のタスク、例えば、所定の画像の収集などを実施した場合でも、計測と同様
に実施済みとして管理することができ、検査効率を向上させることを可能にする。
【００６１】
　（第２の実施形態）
　さて、これまで第１の実施形態について説明したが、上述した第１の実施形態以外にも
、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。
【００６２】
（１）タッチコマンドスクリーンの編集機能との連動
　上述した第１の実施形態では、タスクリストに含まれる項目の表示順が任意であるもの
として説明した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば、タ
ッチコマンドスクリーンの編集機能と連動させたりする場合であってもよい。超音波診断
装置１は、タッチコマンドスクリーン１２ｄにおけるスイッチの位置を、検査者が所望す
る位置に配置させる編集機能を備えている。検査者は（或いは、病院単位で）、検査の内
容などを考慮してカスタマイズさせる場合が多い。そこで、タッチコマンドスクリーンの
編集に応じて、タスクリストに表示される項目を自動で編集する場合について説明する。
【００６３】
　図８は、第２の実施形態に係るタッチコマンドスクリーン１２ｄにおける編集機能とタ
スクリストとの連動の一例を説明するための図である。例えば、編集部１６４が、図８の
（Ａ）に示すスイッチの配置を、図８の（Ｂ）に示す配置にする編集操作を受付けると、
表示制御部１６２は、図８の（Ｃ）に示すように、タスクリスト内の項目を、図８の（Ｂ
）と同様に並べ替えたタスクリストをモニタ１３にて表示させる。
【００６４】
　すなわち、表示制御部１６２は、図８の（Ｃ）に示すように、上から順に「計測Ｃ」、
「計測Ｇ」、「計測Ａ」、「計測Ｄ」、「計測Ｂ」、「計測Ｆ」、「計測Ｅ」、「計測Ｈ
」としたタスクリストをモニタ１３にて表示させる。
【００６５】
　上述したように、第２の実施形態に係る超音波診断装置１では、編集部１６４が、タッ
チコマンドスクリーン１２ｄによって表示された複数の計測項目の配置の編集操作を受付
ける。そして、表示制御部１６２が、編集部１６４によって受付けられた複数の計測項目
の配置の編集操作の操作結果に応じて、モニタ１３における未実行項目の配置を変更する
。従って、第２の実施形態に係る超音波診断装置１は、既定のタスクリストを作成時にお
いても、既定計測項目に従ったタスクリストを自動作成することができ、作成効率を向上
させることを可能にする。
【００６６】
（２）検査オーダによる項目の自動編集
　上述した第１の実施形態では、タスクリストの項目を、内部記憶部１７０によって記憶
されたタスク情報から取得する場合や、操作者から受付ける場合について説明した。しか
しながら、実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば、検査オーダに患者ごとの
予定検査項目をリストとして記載し、それを用いてタスクリストを自動的に編集する場合
であってもよい。
【００６７】
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　図９は、第２の実施形態に係る検査オーダに基づくタスクリストの自動編集の一例を説
明するための図である。例えば、図９に示すように、ある患者の検査オーダのオーダリス
トに予定検査項目として、「タスク２」、「計測６」、「計測７」、「計測８」、「タス
ク３」、「タスク４」がリストアップされ、受付け部１６１が検査オーダを受付けると、
表示制御部１６２は、図９に示すように、「タスク２」、「計測６」、「計測７」、「計
測８」、「タスク３」、「タスク４」を加えたタスクリストをモニタ１３に表示させる。
【００６８】
　上述したように、受付け部１６１が、検査オーダとして計測項目やタスクを受付ける。
そして、表示制御部１６２は、受付け部１６１によって計測項目やタスクが受付けられた
場合に、当該受付けられた計測項目やタスクをモニタ１３にて表示させる。従って、第２
の実施形態に係る超音波診断装置１は、検査オーダを作成するだけで、タスクリストを自
動生成することができ、作成効率を向上させ、タスクリスト作成作業をより容易にするこ
とを可能にする。
【００６９】
　上述した第１及び第２の実施形態では、医用画像診断装置として超音波診断装置を用い
る場合について説明した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではなく、例
えば、Ｘ線ＣＴ装置やＭＲ装置など、他のモダリティを用いる場合であってもよい。また
、医用画像診断装置だけではなく、例えば、画像処理装置を用いる場合であってもよい。
【００７０】
　上述した第１の実施形態では、内部記憶部１７０によって記憶されるタスク情報におい
て、キーワードに計測項目のみが関連付けられた場合について説明した。しかしながら、
実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば、タスクが関連づけられている場合で
あってもよい。
【００７１】
　以上説明したとおり、第１の実施形態及び第２の実施形態によれば、本実施形態の超音
波診断装置は、患者ごとに実施項目を表示したり、管理したりすることができ、検査効率
を向上させることを可能にする。
【００７２】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００７３】
　１　超音波診断装置
　１２　入力装置
　１２ｄ　タッチコマンドスクリーン
　１３　モニタ
　１００　装置本体
　１６０　制御部
　１６１　受付け部
　１６２　表示制御部
　１６３　計測結果取得部
　１６４　編集部
　１７０　内部記憶部
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